
令
和
二
年
法
律
第
七
十
六
号

生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
及
び
こ
れ
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
（
第
三
条―

第
八
条
）

第
三
章
　
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例
（
第
九
条
・
第
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
生
殖
補
助
医
療
を
め
ぐ
る
現
状
等
に
鑑
み
、
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
に
関
し
、
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
国
及
び
医
療
関
係
者
の
責
務
並
び
に
国
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

生
殖
補
助
医
療
の
提
供
を
受
け
る
者
以
外
の
者
の
卵
子
又
は
精
子
を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
し
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
殖
補
助
医
療
」
と
は
、
人
工
授
精
又
は
体
外
受
精
若
し
く
は
体
外
受
精
胚
移
植
を
用
い
た
医
療
を
い
う
。

２
　
前
項
に
お
い
て
「
人
工
授
精
」
と
は
、
男
性
か
ら
提
供
さ
れ
、
処
置
さ
れ
た
精
子
を
、
女
性
の
生
殖
器
に
注
入
す
る
こ
と
を
い
い
、
「
体
外
受
精
」
と
は
、
女
性
の
卵
巣
か
ら
採
取
さ
れ
、
処
置
さ
れ
た
未
受
精
卵
を
、
男
性
か
ら
提

供
さ
れ
、
処
置
さ
れ
た
精
子
に
よ
り
受
精
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
「
体
外
受
精
胚
移
植
」
と
は
、
体
外
受
精
に
よ
り
生
じ
た
胚
を
女
性
の
子
宮
に
移
植
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
二
章
　
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等

（
基
本
理
念
）

第
三
条
　
生
殖
補
助
医
療
は
、
不
妊
治
療
と
し
て
、
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
り
懐
胎
及
び
出
産
を
す
る
こ
と
と
な
る
女
性
の
健
康
の
保
護
が
図
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
生
殖
補
助
医
療
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
か
つ
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
、
各
当
事
者
の
十
分
な
理
解
を
得
た
上
で
、
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
ら
れ
る
精
子
又
は
卵
子
の
採
取
、
管
理
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
生
ま
れ
る
子
に
つ
い
て
は
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま
れ
、
か
つ
、
育
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条
　
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
生
殖
補
助
医
療
の
適
切
な
提
供
等
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
　
国
は
、
前
項
の
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
生
殖
補
助
医
療
の
特
性
等
に
鑑
み
、
生
命
倫
理
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
療
関
係
者
の
責
務
）

第
五
条
　
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
良
質
か
つ
適
切
な
生
殖
補
助
医
療
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
知
識
の
普
及
等
）

第
六
条
　
国
は
、
広
報
活
動
、
教
育
活
動
等
を
通
じ
て
、
妊
娠
及
び
出
産
並
び
に
不
妊
治
療
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
談
体
制
の
整
備
）

第
七
条
　
国
は
、
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
そ
の
提
供
を
受
け
た
者
、
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
生
ま
れ
た
子
等
か
ら
の
生
殖
補
助
医
療
、
子
の
成
育
等
に
関
連
す
る
各
種
の
相
談
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
相
談
体
制
の
整
備
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
八
条
　
国
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
殖
補
助
医
療
の
適
切
な
提
供
等
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例

（
他
人
の
卵
子
を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
母
）

第
九
条
　
女
性
が
自
己
以
外
の
女
性
の
卵
子
（
そ
の
卵
子
に
由
来
す
る
胚
を
含
む
。
）
を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
子
を
懐
胎
し
、
出
産
し
た
と
き
は
、
そ
の
出
産
を
し
た
女
性
を
そ
の
子
の
母
と
す
る
。

（
他
人
の
精
子
を
用
い
る
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
に
つ
い
て
の
嫡
出
否
認
の
特
則
）

第
十
条
　
妻
が
、
夫
の
同
意
を
得
て
、
夫
以
外
の
男
性
の
精
子
（
そ
の
精
子
に
由
来
す
る
胚
を
含
む
。
）
を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
懐
胎
し
た
子
に
つ
い
て
は
、
夫
、
子
又
は
妻
は
、
民
法
第
七
百
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
子
が
嫡
出
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
三
章
の
規
定
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
日
以
後
に
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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（
検
討
）

第
三
条
　
生
殖
補
助
医
療
の
適
切
な
提
供
等
を
確
保
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
二
年
を
目
途
と
し
て
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
生
殖
補
助
医
療
及
び
そ
の
提
供
に
関
す
る
規
制
の
在
り
方

二
　
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
ら
れ
る
精
子
、
卵
子
又
は
胚
の
提
供
（
医
療
機
関
に
よ
る
供
給
を
含
む
。
）
又
は
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
制
（
こ
れ
ら
の
適
正
な
あ
っ
せ
ん
の
た
め
の
仕
組
み
の
整
備
を
含
む
。
）
の
在
り
方

三
　
他
人
の
精
子
又
は
卵
子
を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
を
受
け
た
者
、
当
該
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
ら
れ
た
精
子
又
は
卵
子
の
提
供
者
及
び
当
該
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
生
ま
れ
た
子
に
関
す
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
、
開

示
等
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方

２
　
前
項
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
両
議
院
の
常
任
委
員
会
の
合
同
審
査
会
の
制
度
の
活
用
等
を
通
じ
て
、
幅
広
く
か
つ
着
実
に
検
討
を
行
う
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
生
殖
補
助
医
療
に
応
じ
当
該
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
を
安
定
的
に
成
立
さ
せ
る
観
点
か
ら
第
三
章
の
規
定

の
特
例
を
設
け
る
こ
と
も
含
め
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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